
主 な 記 事

ベビ－シッター利用時の税制検討 ２面

債務免除益を巡る地裁判決 ２面

医療費のお知らせで一斉送付終了 ３面

〝国保逃れ〟の是正に向け通知 ３面

〒１３０－８５８５東京都墨田区東駒形１丁目�番１号

一般財団法人 大蔵財務協会

編集部 �０３（３８２９）４１４４

販売部 　０３（３８２９）４１４３

☆３００９６９８

　

政

府

は

超

党

派

の

社

会

保

障

国

民

会

議

（

３

面

に

関

連

記

事

）

を

設

置

し

、

給

付

付

き

税

額

控

除

の

導

入

や

、

そ

の

導

入

ま

で

の

つ

な

ぎ

と

し

て

検

討

す

る

食

料

品

の

時

限

的

な

消

費

税

率

ゼ

ロ

を

含

め

た

社

会

保

障

と

税

の

一

体

改

革

に

つ

い

て

議

論

し

て

い

る

。

米

、

英

な

ど

諸

外

国

で

は

税

制

に

関

連

す

る

給

付

措

置

等

が

す

で

に

導

入

さ

れ

て

お

り

、

今

後

の

議

論

で

海

外

事

例

は

参

考

に

な

る

。

こ

こ

で

は

同

会

議

で

示

さ

れ

た

諸

外

国

の

給

付

措

置

等

の

内

容

を

確

認

し

、

今

後

の

制

度

設

計

の

行

方

を

占

っ

て

い

き

た

い

。

　令和８年度税制改正では、インボイス制度に関し

て、経過措置が改正の対象になっています。そして、

同制度は導入されてから２年半が経過しています。

そこで、同制度について、改めて注意すべき点を丁

寧に解説していきます。

　ご愛読いただきました「所得税基本講座 必要経

費を考える」「源泉所得税の不思議」「令和８年度税制

改正大綱を読む」は今号をもって終了します。「続

・傍流の正論」「裁決事例集」は継続します。４月か

らは以下の連載を開始します。引き続きご愛読いた

だきますようお願い申し上げます。 編集部

　新たな公益信託法が４月１日から施行されます。

公益信託は、公益法人と同様に民間が主体となって

公益的活動を行う仕組みで、公益法人のような機関

が不要であること等から潜在的需要があるとされま

す。そこで新しい公益信託の制度を確認し、その活

用等を考えます。

　税務調査で、人は何を語るのか。調査官が知り得

た事々は――真実、事実、それとも…。抵抗されな

うと

がらも調査官が追い求めるものとは。すごまれ疎ま

ひる

れても、彼らを鼓舞し怯ませぬものとは、いったい

何なのか。税務調査には、ときに人生が横たわって

いるのである。

　

同

会

議

で

示

さ

れ

た

諸

外

国

の

給

付

措

置

等

は

表

の

と

お

り

。

　

米

国

、

英

国

、

フ

ラ

ン

ス

、

カ

ナ

ダ

の

制

度

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

う

ち

、

網

掛

け

部

分

が

税

制

に

関

連

す

る

給

付

措

置

等

で

あ

り

、

そ

の

中

で

も

白

抜

き

部

分

が

、

確

定

申

告

を

前

提

に

税

額

控

除

と

給

付

を

組

み

合

わ

せ

た

制

度

と

な

る

。

こ

の

二

つ

を

中

心

に

説

明

を

加

え

る

と

、

ま

ず

米

国

の

勤

労

所

得

税

額

控

除

は

�

歳

以

上

�

歳

未

満

の

勤

労

者

ま

た

は

子

ど

も

を

養

育

す

る

勤

労

者

が

対

象

、

同

じ

く

米

国

の

児

童

税

額

控

除

は

子

ど

も

を

養

育

す

る

勤

労

者

を

対

象

と

し

て

い

る

。

そ

れ

ぞ

れ

低

所

得

者

に

対

す

る

支

援

と

就

労

・

勤

労

意

欲

の

向

上

を

目

的

と

し

、

税

額

か

ら

控

除

し

た

上

で

、

控

除

し

き

れ

な

い

額

を

給

付

す

る

仕

組

み

と

な

っ

て

い

る

。

　

次

に

英

国

の

ユ

ニ

バ

ー

サ

ル

・

ク

レ

ジ

ッ

ト

は

�

歳

以

上

�

歳

未

満

の

者

が

対

象

（

勤

労

要

件

等

は

な

し

）

。

公

的

扶

助

制

度

の

提

供

と

就

労

・

勤

労

意

欲

の

向

上

を

目

的

と

し

て

い

る

。

か

つ

て

は

税

額

か

ら

控

除

し

、

控

除

し

き

れ

な

い

額

を

給

付

し

て

い

た

が

、

現

在

は

全

額

が

給

付

と

な

っ

て

い

る

。

　

フ

ラ

ン

ス

の

活

動

手

当

は

�

歳

以

上

の

勤

労

者

が

対

象

。

低

所

得

者

の

生

活

水

準

の

向

上

と

就

労

・

勤

労

意

欲

の

向

上

を

目

的

と

し

、

こ

ち

ら

も

か

つ

て

は

税

額

か

ら

控

除

し

、

控

除

し

き

れ

な

い

額

を

給

付

し

て

い

た

が

、

現

在

は

全

額

が

給

付

と

な

っ

て

い

る

。

　

最

後

に

、

カ

ナ

ダ

の

勤

労

者

手

当

は

勤

労

所

得

３

０

０

０

カ

ナ

ダ

㌦

以

上

の

勤

労

者

が

対

象

（

年

齢

要

件

等

は

な

し

）

、

低

所

得

者

に

対

す

る

支

援

と

就

労

・

勤

労

意

欲

の

向

上

を

目

的

と

し

、

税

額

か

ら

控

除

し

た

上

で

、

控

除

し

き

れ

な

い

額

を

給

付

す

る

。

同

じ

く

カ

ナ

ダ

の

食

料

品

・

必

需

品

給

付

は

居

住

者

が

対

象

。

低

所

得

者

に

対

す

る

支

援

を

目

的

と

し

、

全

額

が

給

付

と

な

っ

て

い

る

。

　

表

に

は

な

い

が

、

ド

イ

ツ

で

は

、

子

ど

も

を

養

育

す

る

者

を

対

象

に

、

子

ど

も

に

対

す

る

最

低

生

活

費

の

保

障

を

目

的

と

し

た

児

童

手

当

お

よ

び

児

童

控

除

が

存

在

し

、

所

得

に

応

じ

て

い

ず

れ

か

有

利

な

方

が

適

用

さ

れ

る

。

　

全

体

的

に

、

低

所

得

者

支

援

を

目

的

と

し

、

年

齢

要

件

や

勤

労

要

件

が

課

さ

れ

て

い

る

も

の

が

多

い

。

国

内

で

の

検

討

に

当

た

っ

て

も

、

ど

の

よ

う

な

政

策

目

的

と

す

る

か

、

対

象

者

を

ど

う

す

る

か

が

重

要

な

論

点

と

な

る

。

仮

に

勤

労

を

要

件

と

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

働

い

て

い

な

い

高

齢

者

な

ど

は

対

象

外

と

な

っ

て

し

ま

う

。

ま

た

、

基

本

的

に

給

付

等

の

対

象

者

の

所

得

額

が

増

加

す

る

に

つ

れ

て

受

益

額

（

給

付

等

）

が

減

少

す

る

仕

組

み

と

な

っ

て

お

り

、

そ

の

際

の

所

得

把

握

の

範

囲

も

問

題

と

な

り

そ

う

だ

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ３ �

第３６９２号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２６年



　

今

年

は

大

型

ス

ポ

ー

ツ

イ

ベ

ン

ト

が

集

中

し

て

い

る

。

２

月

に

ミ

ラ

ノ

・

コ

ル

テ

ィ

ナ

冬

季

五

輪

、

３

月

に

ワ

ー

ル

ド

・

ベ

ー

ス

ボ

ー

ル

・

ク

ラ

シ

ッ

ク

が

開

催

さ

れ

、

６

月

に

は

サ

ッ

カ

ー

Ｗ

杯

と

世

界

的

な

大

会

が

相

次

ぐ

。

日

本

代

表

の

活

躍

に

観

戦

の

期

待

も

高

ま

る

★

税

制

で

は

、

例

年

こ

の

時

期

に

は

な

い

注

目

が

集

ま

っ

て

い

る

。

超

党

派

の

社

会

保

障

国

民

会

議

が

開

催

さ

れ

て

お

り

、

食

料

品

の

時

限

的

な

消

費

税

率

ゼ

ロ

や

給

付

付

き

税

額

控

除

の

導

入

に

つ

い

て

議

論

が

行

わ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

税

制

改

正

法

案

の

年

度

内

成

立

か

否

か

は

大

き

な

関

心

事

だ

★

給

付

付

き

税

額

控

除

の

よ

う

に

制

度

設

計

な

ど

に

時

間

を

要

す

る

一

方

で

、

税

制

改

正

法

案

に

つ

い

て

は

年

度

内

成

立

を

前

提

と

し

て

い

る

側

面

も

あ

る

。

熟

議

す

べ

き

場

面

や

速

や

か

な

結

論

を

求

め

ら

れ

る

場

面

が

あ

る

か

と

思

う

が

、

年

度

末

の

国

会

の

動

き

か

ら

目

が

離

せ

な

く

な

っ

て

い

る

。

（

Ｔ

）

　

令

和

８

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

の

「

第

一

令

和

８

年

度

税

制

改

正

の

基

本

的

考

え

方

」

で

は

、

子

育

て

環

境

の

整

備

・

暮

ら

し

の

安

定

に

向

け

て

ベ

ビ

ー

シ

ッ

タ

ー

等

の

利

用

に

要

す

る

費

用

に

係

る

税

制

上

の

措

置

の

創

設

に

向

け

て

検

討

を

行

い

、

必

要

な

場

合

に

は

措

置

を

講

じ

る

こ

と

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

ベ

ビ

ー

シ

ッ

タ

ー

や

家

事

支

援

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

代

金

の

一

部

を

税

額

控

除

す

る

仕

組

み

の

創

設

は

、

高

市

早

苗

首

相

が

昨

年

秋

の

自

民

党

総

裁

選

に

出

馬

し

た

際

に

掲

げ

た

政

策

に

入

っ

て

い

た

。

同

大

綱

の

内

容

を

受

け

て

、

今

年

年

明

け

に

家

事

等

の

負

担

軽

減

に

資

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

促

進

に

課

す

る

関

係

府

省

庁

連

絡

会

議

が

設

置

さ

れ

、

具

体

的

な

検

討

が

始

ま

っ

た

。

　

納

税

者

が

所

有

し

て

い

た

マ

ン

シ

ョ

ン

を

譲

渡

し

、

譲

渡

と

同

時

に

納

税

者

が

負

っ

て

い

た

同

マ

ン

シ

ョ

ン

の

用

地

購

入

と

建

築

の

た

め

に

借

り

入

れ

て

い

た

元

本

を

弁

済

す

る

と

と

も

に

、

同

借

り

入

れ

に

係

る

遅

延

損

害

金

債

務

の

債

務

免

除

を

受

け

た

。

そ

の

後

、

納

税

者

は

同

債

務

免

除

に

係

る

債

務

免

除

益

を

所

得

に

計

上

せ

ず

、

本

件

譲

渡

に

係

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

も

所

得

税

法

９

条

１

項

�

号

に

規

定

す

る

非

課

税

所

得

に

当

た

る

と

し

て

所

得

に

計

上

せ

ず

、

確

定

申

告

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

課

税

庁

が

債

務

免

除

益

は

一

時

所

得

に

当

た

り

、

譲

渡

所

得

も

非

課

税

所

得

に

当

た

ら

な

い

と

し

て

更

正

処

分

等

を

し

た

た

め

、

納

税

者

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

東

京

地

裁

（

篠

田

賢

治

裁

判

長

）

は

�

日

、

処

分

を

適

法

と

す

る

納

税

者

敗

訴

の

判

決

を

下

し

た

。

　

納

税

者

は

不

動

産

賃

貸

業

を

営

む

個

人

事

業

主

。

納

税

者

ら

は

昭

和

�

年

�

月

に

大

阪

市

内

の

土

地

を

購

入

し

、

平

成

３

年

２

月

に

本

件

土

地

上

に

マ

ン

シ

ョ

ン

を

新

築

し

た

（

土

地

と

マ

ン

シ

ョ

ン

を

あ

わ

せ

て

本

件

不

動

産

と

い

う

）

。

　

納

税

者

は

銀

行

か

ら

本

件

土

地

の

購

入

資

金

と

マ

ン

シ

ョ

ン

の

建

築

資

金

と

し

て

あ

わ

せ

て

�

億

６

３

０

０

万

円

を

借

り

入

れ

て

い

た

。

そ

の

後

、

各

借

入

金

の

返

済

に

関

し

て

遅

延

が

生

じ

、

遅

延

損

害

金

が

生

じ

て

い

た

。

納

税

者

は

令

和

２

年

２

月

に

第

三

者

と

の

間

で

本

件

不

動

産

を

約

�

億

３

８

３

１

万

円

で

売

り

渡

す

契

約

を

締

結

し

た

。

　

本

件

譲

渡

に

係

る

支

払

い

等

と

同

時

に

、

本

件

各

借

入

金

が

弁

済

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

納

税

者

は

借

入

金

に

係

る

遅

延

損

害

債

務

約

９

８

７

８

万

円

の

全

額

を

免

除

さ

れ

る

な

ど

し

た

（

こ

れ

に

よ

り

納

税

者

が

得

た

経

済

的

利

益

を

本

件

債

務

免

除

益

と

い

う

）

。

　

納

税

者

は

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

令

和

２

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

書

を

課

税

庁

に

提

出

し

た

が

、

本

件

申

告

書

に

は

、

所

得

税

法

�

条

の

２

第

１

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

旨

お

よ

び

同

項

の

規

定

に

よ

り

総

収

入

金

額

に

算

入

さ

れ

な

い

金

額

そ

の

他

所

得

税

法

施

行

規

則

�

条

の

２

に

規

定

す

る

事

項

は

記

載

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

。

そ

の

後

、

課

税

庁

が

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

こ

と

か

ら

、

納

税

者

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

提

訴

し

て

い

た

。

　

争

点

は

、

本

件

債

務

免

除

益

に

同

法

�

条

の

２

第

１

項

の

規

定

が

適

用

さ

れ

る

か

な

ど

。

　

地

裁

は

、

同

条

の

２

第

３

項

が

同

条

の

２

第

１

項

の

規

定

は

、

確

定

申

告

書

に

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

旨

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

総

収

入

金

額

に

算

入

さ

れ

な

い

金

額

そ

の

他

財

務

省

令

で

定

め

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

場

合

に

限

り

、

適

用

す

る

と

規

定

し

て

い

る

と

指

摘

。

そ

の

上

で

、

本

件

債

務

免

除

益

は

一

時

所

得

に

該

当

す

る

が

、

本

件

申

告

書

に

は

、

同

条

の

２

第

１

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

旨

の

記

載

は

な

く

、

同

項

の

規

定

に

よ

り

総

収

入

金

額

に

算

入

さ

れ

な

い

金

額

そ

の

他

財

務

省

令

で

定

め

る

事

項

の

記

載

も

な

か

っ

た

。

ま

た

、

納

税

者

は

同

条

の

２

第

３

項

所

定

の

記

載

が

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

「

や

む

を

得

な

い

事

情

」

が

あ

っ

た

こ

と

も

主

張

し

て

い

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

本

件

債

務

免

除

益

は

同

条

の

２

第

３

項

所

定

の

申

告

要

件

を

満

た

さ

な

い

の

で

、

同

条

の

２

第

１

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

た

。

　

こ

の

点

に

つ

き

、

納

税

者

は

同

条

の

２

第

１

項

の

規

定

を

満

た

す

の

で

あ

れ

ば

、

申

告

要

件

を

欠

い

て

い

た

と

し

て

も

、

適

用

す

べ

き

で

あ

り

、

適

用

を

排

除

す

る

こ

と

は

憲

法

�

条

、

�

条

、

�

条

に

違

反

す

る

と

主

張

し

た

が

、

地

裁

は

同

条

の

２

第

１

項

の

規

定

を

適

用

す

る

た

め

に

は

納

税

者

の

収

入

や

、

資

産

、

負

債

等

の

状

況

な

ど

を

納

税

者

自

身

が

一

定

の

事

項

を

明

ら

か

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

申

告

要

件

を

設

け

る

こ

と

に

は

、

必

要

性

お

よ

び

合

理

性

が

認

め

ら

れ

、

こ

れ

に

よ

り

納

税

者

の

主

張

す

る

憲

法

上

の

権

利

を

制

限

す

る

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

た

。

　

昨

年

�

月

�

日

に

開

催

さ

れ

た

政

府

の

日

本

成

長

戦

略

会

議

に

提

出

さ

れ

た

資

料

に

よ

る

と

、

ベ

ビ

ー

シ

ッ

タ

ー

や

家

事

支

援

サ

ー

ビ

ス

は

認

知

さ

れ

て

い

る

も

の

の

、

そ

れ

ら

の

利

用

は

限

定

的

と

な

っ

て

い

る

。

そ

の

理

由

と

し

て

は

、

価

格

の

高

さ

や

心

理

的

抵

抗

感

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

　

他

方

、

８

年

度

与

党

大

綱

で

は

、

人

手

不

足

が

進

む

中

で

、

育

児

・

子

ど

も

の

不

登

校

等

を

理

由

と

し

た

離

職

の

防

止

が

課

題

と

な

っ

て

お

り

、

こ

う

し

た

課

題

へ

の

対

応

と

し

て

ベ

ビ

ー

シ

ッ

タ

ー

等

の

利

用

促

進

に

取

り

組

む

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

と

指

摘

。

そ

の

上

で

、

政

府

の

関

係

省

庁

が

一

体

と

な

っ

て

、

こ

れ

ら

の

サ

ー

ビ

ス

の

普

及

広

報

や

実

態

・

ニ

ー

ズ

の

調

査

を

行

う

と

と

も

に

、

８

年

夏

を

め

ど

に

サ

ー

ビ

ス

の

品

質

・

信

頼

性

の

向

上

や

人

材

の

育

成

・

確

保

に

向

け

た

リ

・

ス

キ

リ

ン

グ

、

利

用

拡

大

に

向

け

た

税

制

措

置

を

含

む

支

援

策

等

に

つ

い

て

、

総

合

的

に

検

討

を

行

い

、

必

要

な

場

合

に

は

適

用

対

象

の

範

囲

等

に

係

る

要

件

を

適

切

に

設

定

し

た

上

で

税

制

上

の

措

置

を

講

じ

る

旨

が

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

関

係

府

省

庁

連

絡

会

議

は

１

月

�

日

に

初

回

会

合

が

開

催

さ

れ

、

そ

の

際

の

議

論

の

予

定

で

は

、

４

～

５

月

を

め

ど

に

取

り

ま

と

め

に

向

け

た

議

論

を

行

う

と

し

た

。

　

ま

た

、

同

会

合

に

こ

ど

も

家

庭

庁

が

提

出

し

た

資

料

で

は

、

ベ

ビ

ー

シ

ッ

タ

ー

の

利

用

促

進

等

・

負

担

軽

減

に

向

け

た

進

め

方

の

イ

メ

ー

ジ

が

示

さ

れ

た

。

こ

の

中

で

は

、

９

年

度

税

制

改

正

要

望

等

に

本

事

項

に

関

す

る

要

望

を

盛

り

込

み

、

９

年

以

降

、

保

育

士

、

看

護

師

の

資

格

保

有

者

お

よ

び

都

道

府

県

知

事

等

が

行

う

保

育

に

従

事

す

る

者

に

関

す

る

研

修

を

修

了

し

た

者

に

よ

る

安

全

で

質

の

高

い

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

に

対

し

て

税

制

措

置

等

を

講

ず

る

こ

と

を

目

指

す

と

の

考

え

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

家

事

支

援

サ

ー

ビ

ス

に

つ

い

て

は

、

関

係

業

界

と

連

携

し

て

同

サ

ー

ビ

ス

の

国

家

資

格

化

を

検

討

し

、

質

の

高

い

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

に

対

す

る

税

制

措

置

を

含

む

支

援

策

を

講

じ

る

こ

と

を

目

指

し

て

い

く

。

　

２

月

�

日

に

は

第

２

回

会

合

が

開

催

さ

れ

、

関

係

団

体

か

ら

家

事

支

援

サ

ー

ビ

ス

等

の

利

用

実

態

や

ニ

ー

ズ

の

ヒ

ア

リ

ン

グ

が

行

わ

れ

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　東京国税局は、５月１日から同局

管内の全税務署において、税務署窓

口における納税証明書の受付時間を

９時から�時まで（現在は８時�分

から�時まで）に見直す。

　国税庁は現在、税務手続きのデジ

タル化を推進しており、納税証明書

の税務署窓口での取得に代わる手段

として、ｅ―Ｔａｘによる納税証明

書のオンライン申請及びインターネ

ットバンキング等による手数料の納

付に繋げていきたい考えだ。これに

より、納税者は来署することなく電

子納税証明書（ＰＤＦ）を受け取る

ことができる。

　ｅ―Ｔａｘで交付請求した納税証

明書を税務署の窓口で受け取る場合

の受付時間も、５月１日から９時か

ら�時までとなる。なお、税務署か

ら納税証明書の作成完了の連絡はな

い。執務時間開始（８時�分）から

請求順に納税証明書の作成を行うこ

とから、件数が多いときなどは発行

まで時間が掛かるケースがあり、余

裕を持って交付申請を行った方がよ

さそうだ。

　

全

国

健

康

保

険

協

会

（

協

会

け

ん

ぽ

）

や

健

康

保

険

組

合

で

は

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

の

普

及

等

を

背

景

に

、

医

療

費

の

お

知

ら

せ

の

一

斉

送

付

を

終

了

す

る

動

き

が

広

が

っ

て

い

る

。

協

会

け

ん

ぽ

で

は

、

毎

年

送

付

し

て

い

た

医

療

費

の

お

知

ら

せ

に

つ

い

て

、

令

和

８

年

１

月

の

送

付

を

最

後

に

終

了

す

る

と

し

て

お

り

、

医

療

費

情

報

の

確

認

に

つ

い

て

は

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

の

利

用

を

求

め

て

い

る

。

医

療

費

の

お

知

ら

せ

を

希

望

す

る

者

に

対

し

て

は

、

申

請

に

よ

り

送

付

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

今

後

の

確

定

申

告

で

は

、

自

身

の

被

用

者

保

険

の

保

険

者

が

医

療

費

の

お

知

ら

せ

を

送

付

す

る

か

否

か

の

確

認

等

が

必

要

と

な

り

そ

う

だ

。

　

国

税

不

服

審

判

所

は

３

月

�

日

、

令

和

７

年

７

月

分

か

ら

９

月

分

ま

で

の

裁

決

事

例

７

件

を

追

加

し

、

同

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

表

し

た

。

　

７

件

の

内

訳

は

、

国

税

通

則

法

関

係

が

３

件

、

所

得

税

法

関

係

が

２

件

、

消

費

税

法

関

係

が

２

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

事

例

に

は

、

原

処

分

庁

が

行

う

配

当

処

分

に

よ

る

配

当

権

者

に

は

該

当

し

な

い

と

し

て

も

、

当

該

配

当

処

分

に

係

る

差

押

債

権

は

自

ら

に

帰

属

す

る

旨

主

張

す

る

第

三

者

は

、

当

該

債

権

に

係

る

換

価

代

金

等

の

交

付

が

終

了

し

た

後

に

お

い

て

も

審

査

請

求

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

を

取

り

消

し

た

国

税

通

則

法

関

係

の

も

の

な

ど

が

あ

る

。

　

こ

こ

で

は

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

に

よ

り

医

療

費

通

知

情

報

を

活

用

し

た

確

定

申

告

の

概

要

や

医

療

費

の

お

知

ら

せ

と

医

療

費

通

知

情

報

の

違

い

な

ど

を

確

認

す

る

。

　

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

確

定

申

告

を

行

う

場

合

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

を

経

由

し

て

、

審

査

支

払

機

関

が

発

行

す

る

医

療

費

通

知

情

報

（

Ｘ

Ｍ

Ｌ

形

式

）

を

取

得

し

、

所

得

税

の

確

定

申

告

書

に

自

動

入

力

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

当

該

医

療

費

通

知

情

報

は

添

付

書

類

デ

ー

タ

と

し

て

確

定

申

告

書

デ

ー

タ

等

と

と

も

に

送

信

す

る

こ

と

が

で

き

、

こ

の

場

合

に

は

、

当

該

医

療

費

通

知

情

報

に

含

ま

れ

る

医

療

費

に

つ

い

て

領

収

書

の

保

存

は

不

要

と

な

る

。

　

医

療

費

通

知

情

報

の

原

本

は

デ

ー

タ

（

Ｘ

Ｍ

Ｌ

形

式

）

で

あ

る

た

め

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

の

Ｗ

Ｅ

Ｂ

画

面

や

Ｐ

Ｄ

Ｆ

を

印

刷

ま

た

は

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

し

た

も

の

は

原

本

に

は

該

当

せ

ず

、

医

療

費

控

除

の

参

考

添

付

書

類

と

す

る

こ

と

は

で

き

る

が

、

こ

の

場

合

、

該

当

す

る

医

療

費

の

領

収

書

に

つ

い

て

は

、

５

年

間

の

保

存

が

必

要

と

な

る

。

　

確

定

申

告

に

利

用

す

る

た

め

の

１

年

間

分

の

医

療

費

通

知

情

報

は

、

例

年

原

則

２

月

９

日

に

申

告

年

分

の

１

月

か

ら

�

月

分

ま

で

の

情

報

が

一

括

で

取

得

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

医

療

費

の

お

知

ら

せ

と

異

な

る

点

と

し

て

は

、

医

療

費

通

知

情

報

は

保

険

医

療

機

関

・

保

険

薬

局

か

ら

審

査

支

払

機

関

に

提

出

さ

れ

た

診

療

・

調

剤

報

酬

明

細

書

か

ら

抽

出

さ

れ

る

た

め

、

審

査

支

払

機

関

で

の

取

り

扱

い

と

な

ら

な

い

情

報

は

表

示

さ

れ

な

い

。

　

具

体

的

に

は

、

①

高

額

な

医

療

費

を

保

険

医

療

機

関

・

保

険

薬

局

の

窓

口

で

支

払

い

、

後

日

、

保

険

者

か

ら

支

給

を

受

け

た

場

合

の

高

額

療

養

費

、

②

立

て

替

え

払

い

を

し

た

と

き

の

療

養

費

、

③

は

り

・

き

ゅ

う

、

あ

ん

ま

・

マ

ッ

サ

ー

ジ

・

指

圧

の

施

術

費

用

、

④

整

骨

院

・

接

骨

院

で

受

け

た

と

き

の

柔

道

整

復

療

養

費

、

⑤

保

険

適

用

外

の

費

用

（

自

由

診

療

や

差

額

ベ

ッ

ド

代

等

）

、

⑥

審

査

支

払

業

務

を

健

康

保

険

組

合

と

直

接

契

約

し

て

い

る

保

険

薬

局

で

支

払

っ

た

費

用

が

表

示

さ

れ

な

い

。

　

ま

た

、

医

療

費

の

お

知

ら

せ

に

は

被

扶

養

者

分

も

含

ま

れ

る

が

、

医

療

費

通

知

情

報

の

場

合

、

家

族

の

医

療

費

通

知

情

報

を

閲

覧

す

る

に

は

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

上

で

代

理

人

設

定

を

行

う

必

要

が

あ

る

点

に

も

留

意

が

必

要

だ

。

　

社

会

保

障

国

民

会

議

は

�

日

、

３

回

目

の

給

付

付

き

税

額

控

除

等

に

関

す

る

実

務

者

会

議

（

議

長

＝

小

野

寺

五

典

自

民

党

税

制

調

査

会

長

）

を

開

催

し

た

。

こ

の

日

か

ら

中

道

改

革

連

合

、

立

憲

民

主

党

、

公

明

党

の

３

党

が

新

た

に

会

議

に

参

加

し

、

実

務

者

会

議

に

参

加

す

る

政

党

は

こ

れ

ら

３

党

に

加

え

て

、

自

民

党

、

日

本

維

新

の

会

、

国

民

民

主

党

、

チ

ー

ム

み

ら

い

の

与

野

党

７

党

に

な

っ

た

。

　

会

議

で

は

、

経

団

連

、

経

済

同

友

会

、

日

本

商

工

会

議

所

、

日

本

商

工

会

連

合

会

、

連

合

と

い

っ

た

経

済

団

体

等

か

ら

ヒ

ア

リ

ン

グ

を

行

っ

た

。

　

ま

た

、

�

日

に

は

社

会

保

障

国

民

会

議

の

有

識

者

会

議

（

座

長

＝

清

家

篤

日

本

赤

十

字

社

社

長

）

も

初

開

催

さ

れ

、

今

後

の

進

め

方

な

ど

を

確

認

し

た

。

　

厚

生

労

働

省

は

�

日

、

個

人

事

業

主

等

が

一

般

社

団

法

人

な

ど

の

役

員

に

就

任

す

る

こ

と

で

国

民

健

康

保

険

・

国

民

年

金

（

国

保

等

）

か

ら

健

康

保

険

・

厚

生

年

金

保

険

（

社

保

）

に

切

り

替

え

、

保

険

料

の

支

払

い

を

軽

減

す

る

、

い

わ

ゆ

る

「

国

保

逃

れ

」

の

是

正

に

向

け

た

通

知

を

出

し

た

。

通

知

で

は

、

社

保

に

加

入

で

き

る

法

人

の

役

員

の

要

件

を

明

確

化

し

た

。

業

務

内

容

や

報

酬

な

ど

を

踏

ま

え

た

実

態

で

判

断

す

る

と

し

て

お

り

、

個

人

事

業

主

等

が

法

人

の

役

員

と

し

て

行

う

業

務

が

、

ア

ン

ケ

ー

ト

回

答

や

勉

強

会

へ

の

参

加

に

と

ど

ま

る

場

合

や

、

役

員

報

酬

を

上

回

る

会

費

等

を

法

人

に

支

払

っ

て

い

る

場

合

な

ど

、

法

人

に

使

用

さ

れ

て

い

る

実

態

が

な

い

者

に

つ

い

て

は

、

社

保

に

加

入

す

る

資

格

は

な

い

と

し

た

。

　

一

部

の

事

業

所

が

、

社

会

保

険

料

の

削

減

を

う

た

い

、

個

人

事

業

主

や

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

を

自

社

の

法

人

の

役

員

に

就

任

さ

せ

た

上

で

、

社

保

の

被

保

険

者

と

し

て

届

け

出

る

一

方

、

役

員

報

酬

を

上

回

る

額

を

会

費

等

の

名

目

で

支

払

わ

せ

る

事

例

が

指

摘

さ

れ

て

お

り

、

こ

う

し

た

ケ

ー

ス

で

は

、

そ

の

使

用

関

係

や

業

務

実

態

に

疑

義

が

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

。

　

個

人

事

業

主

等

は

本

来

、

保

険

料

が

全

額

自

己

負

担

と

な

る

国

保

等

の

適

用

を

受

け

る

べ

き

者

で

あ

る

が

、

形

式

的

に

法

人

の

役

員

と

な

る

こ

と

で

、

通

常

よ

り

も

低

い

保

険

料

で

社

保

の

適

用

を

受

け

て

い

る

可

能

性

が

あ

る

。

　

通

知

で

は

、

法

人

の

役

員

で

あ

る

個

人

事

業

主

等

に

係

る

被

保

険

者

資

格

に

つ

い

て

、

実

態

を

総

合

的

に

勘

案

し

た

上

で

、

適

用

の

有

無

を

判

断

す

る

と

し

た

。

　

具

体

的

に

は

、

個

人

事

業

主

等

が

法

人

に

対

し

て

、

役

員

と

し

て

の

報

酬

を

上

回

る

額

の

会

費

等

を

支

払

っ

て

い

る

場

合

な

ど

は

、

被

保

険

者

資

格

を

有

し

な

い

と

し

た

。

　

ま

た

、

役

員

と

し

て

の

業

務

の

実

態

が

、

①

知

識

向

上

の

た

め

の

ア

ン

ケ

ー

ト

へ

の

回

答

や

勉

強

会

へ

の

参

加

等

、

そ

の

業

務

の

実

態

が

単

な

る

自

己

研

さ

ん

に

過

ぎ

な

い

も

の

、

②

単

な

る

活

動

報

告

や

情

報

共

有

等

、

役

員

と

し

て

の

具

体

的

な

指

揮

監

督

や

権

限

の

行

使

に

当

た

ら

ず

、

そ

れ

自

体

が

直

接

的

に

法

人

の

経

営

に

参

画

し

て

い

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

も

の

、

③

当

該

法

人

の

事

業

の

紹

介

等

に

つ

い

て

の

単

な

る

協

力

や

お

願

い

に

と

ど

ま

っ

て

お

り

、

労

務

を

提

供

す

る

義

務

を

負

っ

て

い

る

と

は

認

め

ら

れ

な

い

も

の

に

該

当

す

る

場

合

も

、

被

保

険

者

資

格

を

有

し

な

い

と

し

た

。

　

な

お

、

法

人

の

役

員

で

あ

る

個

人

事

業

主

等

に

つ

い

て

、

法

人

に

使

用

さ

れ

て

い

る

実

態

が

な

い

こ

と

が

確

認

さ

れ

た

場

合

は

、

資

格

喪

失

の

届

出

を

提

出

さ

せ

、

被

保

険

者

資

格

を

喪

失

さ

せ

る

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

法

制

審

議

会

会

社

法

制

（

株

式

・

株

主

総

会

等

関

係

）

部

会

の

第

�

回

会

議

が

�

日

に

開

か

れ

、

「

会

社

法

制

（

株

式

・

株

主

総

会

等

関

係

）

の

見

直

し

に

関

す

る

中

間

試

案

」

が

示

さ

れ

た

。

そ

の

中

で

は

例

え

ば

、

株

式

の

無

償

交

付

の

対

象

範

囲

の

見

直

し

に

つ

い

て

、

株

主

総

会

の

決

議

を

要

件

と

せ

ず

に

取

締

役

会

の

決

議

の

み

で

使

用

人

等

に

対

す

る

株

式

の

無

償

交

付

を

可

能

に

す

る

案

（

Ａ

案

）

と

、

株

主

総

会

の

決

議

に

よ

り

使

用

人

等

に

対

す

る

株

式

の

無

償

交

付

を

可

能

に

す

る

（

Ｂ

案

）

と

の

２

つ

の

案

が

提

示

さ

れ

て

い

る

。

今

後

、

そ

の

他

の

事

項

も

含

め

て

、

パ

ブ

リ

ッ

ク

・

コ

メ

ン

ト

の

手

続

き

に

付

さ

れ

る

予

定

。

　

厚

生

労

働

省

は

�

日

、

同

省

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

中

小

企

業

に

お

け

る

福

利

厚

生

の

取

組

み

に

係

る

事

例

を

収

集

し

、

人

材

定

着

や

採

用

力

向

上

に

つ

な

が

る

実

践

例

を

公

表

し

た

。

　

こ

れ

は

、

大

企

業

で

は

福

利

厚

生

の

導

入

・

充

実

が

進

ん

で

い

る

一

方

、

中

小

企

業

に

お

い

て

は

依

然

と

し

て

そ

の

取

組

状

況

に

開

き

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

一

般

社

団

法

人

全

国

中

小

企

業

勤

労

者

福

祉

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ

ー

を

通

じ

て

取

組

事

例

を

集

め

て

ま

と

め

た

も

の

。

　

中

小

企

業

の

福

利

厚

生

実

践

例

と

し

て

、

３

事

例

が

掲

載

さ

れ

て

お

り

、

同

省

は

、

「

福

利

厚

生

は

、

従

業

員

の

モ

チ

ベ

ー

シ

ョ

ン

向

上

や

人

材

の

確

保

・

定

着

に

寄

与

す

る

有

意

義

な

制

度

。

福

利

厚

生

制

度

の

導

入

や

見

直

し

を

検

討

す

る

際

に

事

例

を

活

用

し

て

く

だ

さ

い

」

と

し

て

い

る

。

　

上

場

会

社

の

取

締

役

に

対

す

る

報

酬

等

と

し

て

株

式

を

交

付

す

る

場

合

に

は

、

払

込

み

を

不

要

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

し

か

し

、

こ

の

ル

ー

ル

は

従

業

員

に

は

適

用

さ

れ

な

い

の

で

、

従

業

人

に

対

し

て

株

式

報

酬

を

付

与

す

る

場

合

に

は

、

金

銭

債

権

を

交

付

し

、

そ

の

金

銭

債

権

を

現

物

出

資

さ

せ

て

株

式

を

交

付

す

る

と

い

う

現

物

出

資

構

成

が

採

用

さ

れ

て

い

る

。

　

し

か

し

、

こ

の

方

法

は

極

め

て

技

巧

的

な

た

め

、

従

業

員

に

も

無

償

交

付

を

認

め

る

べ

き

と

の

声

が

あ

り

、

同

審

議

会

な

ど

で

議

論

さ

れ

て

い

た

。

　

Ａ

案

で

あ

れ

ば

、

取

締

役

会

決

議

に

よ

る

迅

速

な

交

付

が

可

能

と

な

る

が

、

株

主

以

外

の

第

三

者

に

対

し

て

特

に

有

利

な

価

格

の

株

式

を

発

行

（

有

利

発

行

）

す

れ

ば

、

既

存

株

主

の

１

株

当

た

り

の

価

値

が

下

落

（

希

釈

化

）

す

る

可

能

性

が

あ

る

こ

と

、

大

盤

振

る

舞

い

の

危

険

性

が

あ

る

こ

と

な

ど

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

　

Ｂ

案

は

、

そ

れ

ら

の

可

能

性

な

ど

を

排

除

す

る

た

め

に

、

株

主

の

判

断

を

求

め

る

こ

と

を

必

要

と

す

る

と

い

う

こ

と

え

を

考

え

方

と

し

て

い

る

。

　

前

回

の

会

議

で

は

、

子

会

社

の

役

員

お

よ

び

従

業

員

を

株

式

の

無

償

交

付

の

対

象

者

に

含

め

る

と

、

親

会

社

の

利

益

を

優

先

し

て

子

会

社

の

少

数

株

主

の

利

益

を

害

す

る

と

い

う

不

適

切

な

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

と

な

り

得

る

こ

と

に

つ

い

て

問

題

提

起

が

あ

っ

た

が

、

今

回

の

会

議

の

説

明

で

は

、

Ａ

案

お

よ

び

Ｂ

案

で

は

、

子

会

社

の

役

員

お

よ

び

従

業

員

に

対

し

て

親

会

社

の

株

式

を

無

償

交

付

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

子

会

社

の

企

業

価

値

を

上

昇

さ

せ

、

間

接

的

に

親

会

社

の

企

業

価

値

を

上

昇

さ

せ

る

こ

と

が

期

待

で

き

る

た

め

、

子

会

社

の

少

数

株

主

の

利

益

の

観

点

か

ら

み

て

も

合

理

性

が

あ

る

と

考

え

る

こ

と

も

で

き

、

親

会

社

の

利

益

が

優

先

さ

れ

て

子

会

社

の

少

数

株

主

の

利

益

が

損

な

わ

れ

得

る

と

い

う

問

題

は

、

子

会

社

の

役

員

の

責

任

追

及

に

よ

っ

て

対

応

す

れ

ば

足

り

る

と

い

う

考

え

方

を

前

提

と

し

て

い

る

、

と

の

補

足

が

な

さ

れ

て

い

る

。

　

中

小

企

業

庁

は

�

日

、

中

東

情

勢

の

変

化

に

伴

い

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

対

策

を

行

う

と

公

表

し

た

。

　

昨

今

の

中

東

情

勢

や

原

油

価

格

高

騰

な

ど

に

よ

り

影

響

を

受

け

る

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

を

支

援

す

る

た

め

、

特

別

相

談

窓

口

を

設

置

す

る

ほ

か

、

厳

し

い

状

況

に

直

面

す

る

事

業

者

に

対

す

る

資

金

繰

り

支

援

を

実

施

す

る

。

　

特

別

相

談

窓

口

は

、

全

国

の

日

本

政

策

金

融

公

庫

、

沖

縄

振

興

開

発

金

融

公

庫

、

商

工

組

合

中

央

金

庫

、

信

用

保

証

協

会

、

商

工

会

議

所

、

商

工

会

連

合

会

、

中

小

企

業

団

体

中

央

会

及

び

よ

ろ

ず

支

援

拠

点

、

全

国

商

店

街

振

興

組

合

連

合

会

、

中

小

企

業

基

盤

整

備

機

構

各

地

域

本

部

及

び

各

地

方

経

済

産

業

局

に

設

置

さ

れ

て

い

る

「

ウ

ク

ラ

イ

ナ

情

勢

・

原

油

価

格

上

昇

等

に

関

す

る

特

別

相

談

窓

口

」

を

、

「

中

東

・

ウ

ク

ラ

イ

ナ

情

勢

・

原

油

価

格

上

昇

等

に

関

す

る

特

別

相

談

窓

口

」

に

拡

充

。

困

難

な

状

況

に

直

面

し

て

い

る

中

小

企

業

者

に

対

す

る

資

金

繰

り

や

経

営

に

関

す

る

相

談

を

受

け

付

け

て

い

る

。

　

ま

た

、

日

本

政

策

金

融

公

庫

等

が

実

施

す

る

「

セ

ー

フ

テ

ィ

ネ

ッ

ト

貸

付

（

経

営

環

境

変

化

対

応

資

金

）

」

の

要

件

を

緩

和

し

、

支

援

対

象

を

、

中

東

情

勢

に

よ

り

今

後

の

影

響

が

懸

念

さ

れ

る

事

業

者

に

ま

で

拡

大

す

る

。

数

値

要

件

を

満

た

さ

ず

と

も

、

特

別

相

談

窓

口

が

設

置

さ

れ

た

災

害

・

事

象

に

よ

る

影

響

を

受

け

た

場

合

、

資

金

繰

り

に

著

し

い

支

障

を

き

た

し

て

い

る

又

は

き

た

す

お

そ

れ

が

あ

れ

ば

対

象

と

な

り

、

基

準

利

率

（

中

小

企

業

事

業

２

・

�

％

、

国

民

生

活

事

業

３

・

�

％

、

と

も

に

令

和

８

年

３

月

現

在

）

か

ら

０

・

４

％

を

控

除

す

る

。

　

対

象

資

金

は

、

設

備

資

金

及

び

運

転

資

金

で

、

貸

付

限

度

額

は

、

中

小

企

業

事

業

が

７

億

２

０

０

０

万

円

、

国

民

生

活

事

業

が

７

２

０

０

万

円

。

貸

付

期

間

は

、

設

備

資

金

が

�

年

以

内

、

運

転

資

金

が

�

年

以

内

で

、

据

置

期

間

は

３

年

以

内

と

な

っ

て

い

る

。

　

国

土

交

通

省

は

�

日

、

令

和

８

年

地

価

公

示

（

８

年

１

月

１

日

時

点

）

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

全

用

途

の

全

国

平

均

が

前

年

比

で

２

・

８

％

上

昇

し

た

。

住

宅

地

の

全

国

平

均

は

同

２

・

１

％

上

昇

、

商

業

地

の

全

国

平

均

は

同

４

・

３

％

上

昇

と

な

っ

て

い

る

。

い

ず

れ

も

５

年

連

続

で

上

昇

し

、

全

用

途

と

商

業

地

は

上

昇

幅

が

拡

大

し

た

が

、

住

宅

地

は

前

年

と

同

じ

上

昇

幅

と

な

っ

た

。

三

大

都

市

圏

、

地

方

圏

に

お

い

て

も

、

全

用

途

・

住

宅

地

・

商

業

地

の

い

ず

れ

も

５

年

連

続

で

上

昇

し

た

。

　

全

体

的

な

特

徴

と

し

て

、

全

国

の

地

価

は

、

景

気

が

緩

や

か

に

回

復

し

て

い

る

中

、

地

域

や

用

途

に

よ

り

差

が

あ

る

も

の

の

、

三

大

都

市

圏

で

は

上

昇

幅

が

拡

大

し

、

地

方

圏

で

も

上

昇

が

継

続

す

る

な

ど

、

全

体

と

し

て

上

昇

基

調

が

続

い

て

い

る

と

し

た

。

　

住

宅

地

に

つ

い

て

は

、

住

宅

需

要

は

引

き

続

き

堅

調

で

あ

り

、

地

価

上

昇

が

継

続

し

て

お

り

、

東

京

圏

・

大

阪

圏

等

の

中

心

部

の

マ

ン

シ

ョ

ン

需

要

が

旺

盛

な

地

域

で

は

、

高

い

地

価

上

昇

が

継

続

し

て

い

る

な

ど

と

し

た

。

　

商

業

地

に

つ

い

て

は

、

主

要

都

市

で

は

店

舗

・

ホ

テ

ル

等

の

需

要

が

堅

調

で

あ

り

、

オ

フ

ィ

ス

に

つ

い

て

も

空

室

率

の

低

下

傾

向

や

賃

料

の

上

昇

傾

向

に

よ

っ

て

収

益

性

が

向

上

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

地

価

上

昇

が

継

続

し

て

い

る

な

ど

と

し

た

。

　

な

お

、

国

税

庁

が

毎

年

７

月

に

公

表

す

る

、

相

続

税

等

に

お

け

る

土

地

等

の

評

価

額

の

基

準

と

な

る

路

線

価

等

は

、

地

価

公

示

価

格

等

を

基

に

し

た

価

格

の

�

％

程

度

を

目

途

に

定

め

て

い

る

。

　

Ｇ

ビ

ズ

ポ

ー

タ

ル

の

ア

ル

フ

ァ

版

が

�

日

に

リ

リ

ー

ス

さ

れ

る

。

Ｇ

ビ

ズ

ポ

ー

タ

ル

は

、

Ｇ

ビ

ズ

Ｉ

Ｄ

と

連

携

し

た

事

業

者

向

け

行

政

サ

ー

ビ

ス

の

窓

口

と

な

る

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

。

行

政

手

続

や

補

助

金

の

検

索

、

申

請

書

類

の

準

備

、

必

要

な

一

連

の

手

続

の

確

認

な

ど

、

さ

ま

ざ

ま

な

行

政

手

続

を

１

か

所

で

ま

と

め

て

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

　

行

政

手

続

や

補

助

金

の

検

索

で

は

、

�

府

省

の

約

２

万

４

０

０

０

件

の

手

続

に

つ

い

て

、

横

断

検

索

が

可

能

と

な

っ

て

お

り

、

ま

た

、

生

成

Ａ

Ｉ

の

活

用

に

よ

り

、

検

索

時

に

情

報

を

補

完

し

て

、

各

補

助

金

メ

ニ

ュ

ー

の

名

称

を

知

っ

て

い

な

く

て

も

、

利

用

者

が

求

め

て

い

る

補

助

金

情

報

に

た

ど

り

着

け

る

よ

う

に

す

る

と

し

て

い

る

。

　

申

請

書

類

の

準

備

や

管

理

で

は

、

事

業

者

、

士

業

者

、

行

政

機

関

と

の

間

で

、

申

請

に

必

要

な

書

類

フ

ァ

イ

ル

を

オ

ン

ラ

イ

ン

で

共

有

で

き

る

。

ま

た

、

チ

ャ

ッ

ト

を

使

っ

た

や

り

取

り

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　訂正　３月�日号の本欄の右側�行目に「�万円」とありま

すが、「�万円」の誤りです。お詫びして訂正します。

　⑭給料賃金　正規雇用の店員、工員、事務員などのほか、短

期就労者であるパートやアルバイトに対して支払う給料（給

与）、賃金、退職金は、必要経費に算入します。ただし、同一生

計の親族に対して支払った給料は、たとえその親族が業務に従

事していたのだとしても、必要経費に算入することはできませ

ん（所法�）。青色申告者が、事前に同一生計の親族に支給する

給与の金額等を記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」

を提出している場合は、その届け出た金額の範囲内で実際に支

払った金額を必要経費に算入します（所法�①②）。

　⑮外注工賃　業務の一部の仕事を外部の業者に発注して加工

・製造等させた場合に支払う外注加工賃や業務委託費は、必要

経費に算入します。ただし、建設業など、目的物を引き渡すよ

うな工事で生じた外注工賃は製造原価（第�回の「①売上原価」

を参照）に含めて計算します。

　⑯利子割引料　金融機関等に対して支払う借入金の利子や受

取手形の割引料などで業務の遂行上直接必要なものは、必要経

費に算入します。これには、割賦販売により取得した資産で、

その購入代金と利息が区分されている場合の支払利息も含まれ

ます。なお、青色決算書と収支内訳書の不動産所得用では、「利

子割引料」ではなく「借入金利子」（支払利息のみを集計）と

記載されているので科目の振分けの際は注意してください。

　⑰地代家賃　店舗、事業所、倉庫、駐車場、資材置場などの

業務の用に供する建物や土地を賃借している場合に支払う賃借

料や地代は、必要経費に算入します。賃借物件が店舗兼住宅の

場合は、総床面積に占める店舗面積の割合を地代家賃（家事関

連費）に乗じて必要経費の金額を算出します。なお、同一生計

上の親族が所有する建物等を賃借し、賃借料をその親族へ支払

ったとしても必要経費に算入することはできません。ただし、

使用貸借の場合は、その親族が負担した固定資産税等を必要経

費に算入します（所法�、所基通�－１）。

　⑱貸倒金　売掛金や貸付金など業務の遂行上生じた債権につ

いて、一定の事由が生じた場合には、その債権の額（ケースに

よっては備忘価額１円を残して）を必要経費に算入します（所

法�②、所基通�－�～�－�）。なお、取引先が破産宣告を

受けたとしても、その時点では貸倒れとなる金額がまだ確定し

ているとはいえませんから、破産手続の終結の時までは必要経

費に算入することはできません（裁決平２０．６．�）。

　⑲雑費　いずれの科目にも当たらない諸経費で、業務の遂行

上直接必要なものは、雑費として必要経費に算入します。上記

①ないし⑱の各科目に当たらない場合は、適切な勘定科目を追

加するなどし、雑費にまとめて計上することのないよう注意し

てください。 （おわり）

　

高

市

早

苗

内

閣

の

税

制

改

正

の

二

大

看

板

は

、

所

得

税

に

お

け

る

「

給

付

付

き

税

額

控

除

」

と

消

費

税

に

お

け

る

「

食

料

品

ゼ

ロ

税

率

」

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

制

度

導

入

に

つ

い

て

は

、

す

で

に

開

始

さ

れ

た

国

民

会

議

に

お

い

て

検

討

が

行

わ

れ

て

お

り

、

早

け

れ

ば

令

和

９

年

度

税

制

改

正

に

盛

り

込

ま

れ

る

可

能

性

が

あ

る

。

そ

こ

で

、

ま

ず

、

給

付

付

き

税

額

控

除

の

問

題

点

に

つ

い

て

論

じ

る

こ

と

と

す

る

。

同

制

度

は

、

限

界

税

率

の

高

い

高

所

得

者

に

対

し

て

よ

り

手

厚

く

な

る

所

得

控

除

か

ら

税

額

控

除

に

移

行

し

、

さ

ら

に

、

控

除

さ

れ

る

税

額

が

納

付

す

べ

き

税

額

を

上

回

る

者

あ

る

い

は

税

を

納

付

し

て

い

な

い

低

所

得

者

に

対

し

て

現

金

を

給

付

す

る

仕

組

み

で

あ

る

。

要

す

る

に

、

納

税

と

給

付

（

社

会

保

障

）

が

一

体

と

な

っ

た

も

の

で

、

理

論

的

に

は

理

想

的

で

あ

る

と

も

言

え

る

。

　

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

制

度

は

、

ア

メ

リ

カ

、

イ

ギ

リ

ス

、

カ

ナ

ダ

、

韓

国

等

で

採

用

さ

れ

て

お

り

、

我

が

国

で

も

、

政

府

・

与

党

の

社

会

保

障

改

革

本

部

で

決

定

さ

れ

た

社

会

保

障

と

税

の

一

体

改

革

案

（

平

成

�

年

１

月

６

日

）

で

そ

の

導

入

が

提

言

さ

れ

、

平

成

�

年

度

政

府

税

制

調

査

会

答

申

で

は

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

た

。

　

「

課

税

最

低

限

以

下

の

低

所

得

者

に

対

し

て

、

税

額

控

除

で

き

な

い

分

を

給

付

す

る

と

い

う

仕

組

み

で

あ

り

、

若

年

層

を

中

心

と

し

た

低

所

得

者

支

援

、

子

育

て

支

援

、

就

労

支

援

、

消

費

税

の

逆

進

性

対

応

と

い

っ

た

様

々

な

視

点

か

ら

主

張

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

税

と

社

会

保

障

を

一

体

的

に

捉

え

、

社

会

保

険

料

負

担

を

軽

減

す

る

観

点

か

ら

本

制

度

を

利

用

し

て

い

る

国

も

あ

る

。

国

民

の

安

心

を

支

え

る

た

め

、

持

続

可

能

で

安

心

で

き

る

社

会

保

障

制

度

の

構

築

と

そ

の

た

め

の

安

定

的

な

財

源

の

確

保

が

重

要

な

課

題

と

な

っ

て

い

る

中

、

こ

の

よ

う

な

視

点

か

ら

議

論

を

行

っ

て

い

く

こ

と

に

は

意

義

が

あ

る

。

」

　

こ

の

よ

う

に

、

給

付

付

き

税

額

控

除

制

度

に

つ

い

て

は

、

す

で

に

、

主

要

各

国

が

採

用

し

て

お

り

、

我

が

国

に

お

い

て

も

、

政

府

税

制

調

査

会

等

に

お

い

て

も

そ

の

導

入

が

提

言

さ

れ

て

い

る

か

ら

、

特

に

、

問

題

は

な

い

よ

う

に

も

考

え

ら

れ

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

最

大

の

問

題

は

、

現

行

制

度

よ

り

も

税

負

担

が

過

重

に

な

る

「

高

所

得

者

」

と

給

付

に

よ

っ

て

恩

恵

を

受

け

る

「

低

所

得

者

」

が

ど

の

よ

う

に

決

定

さ

れ

、

そ

の

決

定

が

正

確

で

あ

る

か

否

か

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

年

の

所

得

が

少

な

く

て

も

（

又

は

零

で

あ

っ

て

も

）

、

多

額

な

財

産

を

有

し

て

い

る

者

を

ど

の

よ

う

に

取

り

扱

う

か

と

い

う

問

題

も

あ

る

。

　

我

が

国

の

所

得

税

に

つ

い

て

は

、

申

告

納

税

方

式

が

採

用

さ

れ

て

い

る

か

ら

、

各

納

税

者

（

国

民

）

の

所

得

は

、

一

次

的

に

は

、

そ

の

納

税

者

の

申

告

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

申

告

税

額

が

法

律

の

規

定

に

従

っ

て

い

な

か

っ

た

場

合

そ

の

他

税

務

署

長

の

調

査

し

た

と

こ

ろ

と

異

な

る

場

合

に

は

、

税

務

署

長

の

処

分

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

る

（

国

税

通

則

法

�

①

）

。

　

こ

の

よ

う

な

申

告

納

税

制

度

に

お

け

る

問

題

は

、

納

税

者

が

正

し

い

所

得

を

申

告

し

て

い

る

か

、

そ

し

て

、

税

務

署

長

が

適

切

に

調

査

し

て

申

告

漏

れ

を

正

し

く

把

握

し

て

い

る

か

で

あ

る

。

そ

う

で

な

い

と

、

正

直

に

申

告

を

し

て

い

な

い

者

が

「

低

所

得

者

」

と

な

っ

て

恩

恵

を

受

け

、

正

直

に

申

告

を

し

て

い

る

者

が

高

所

得

者

に

な

っ

て

制

裁

を

受

け

る

こ

と

に

な

り

か

ね

な

い

（

特

に

、

近

年

の

当

局

の

調

査

能

力

の

低

下

も

懸

念

さ

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

）

。

　

ま

た

、

巷

間

で

は

、

業

種

ご

と

の

所

得

の

把

握

水

準

に

つ

い

て

、

「

九

・

六

・

四

（

ク

ロ

ヨ

ン

）

」

「

十

・

五

・

三

（

ト

ウ

ゴ

ウ

サ

ン

）

」

と

言

わ

れ

て

い

る

。

こ

の

点

に

つ

き

、

筆

者

が

、

税

務

講

習

所

（

現

在

の

税

務

大

学

校

）

で

初

め

て

所

得

税

法

の

講

義

を

受

け

た

と

き

、

担

当

教

官

が

、

「

事

業

者

の

申

告

水

準

は

概

ね

５

割

で

あ

り

、

そ

れ

を

８

割

に

引

き

上

げ

る

の

が

我

々

の

仕

事

で

あ

る

。

�

む

し

ろ

ば

た

割

に

引

き

上

げ

た

ら

、

税

務

署

に

蓆

旗

が

立

つ

」

と

言

わ

れ

た

が

、

そ

の

こ

と

を

そ

の

後

の

実

務

等

を

通

じ

て

実

感

し

て

い

る

。

　

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

所

得

捕

捉

の

困

難

性

は

、

外

国

人

の

大

量

の

流

入

等

に

よ

っ

て

い

っ

そ

う

深

刻

化

し

て

い

る

（

現

に

、

国

民

保

険

料

で

さ

え

外

国

人

の

４

割

は

未

納

で

あ

る

と

言

わ

れ

て

い

る

）

。

も

っ

と

も

、

他

方

で

は

、

現

在

で

は

、

個

人

番

号

や

Ａ

Ｉ

等

に

よ

っ

て

、

国

民

の

所

得

の

補

足

は

完

全

に

で

き

る

と

い

う

論

者

も

い

る

。

し

か

し

、

国

民

に

と

っ

て

最

大

の

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

で

あ

る

所

得

や

財

産

が

全

て

ガ

ラ

ス

張

り

に

な

る

の

が

、

幸

か

不

幸

か

と

い

う

問

題

も

あ

る

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

給

付

付

き

税

額

控

除

に

つ

い

て

は

、

「

盗

人

に

追

い

銭

」

に

な

る

こ

と

が

最

も

懸

念

さ

れ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

本

書

は

、

中

小

企

業

経

営

に

必

要

な

税

務

・

実

務

の

重

要

ポ

イ

ン

ト

を

体

系

的

に

ま

と

め

た

実

務

書

。

　

税

制

優

遇

、

費

用

区

分

、

資

産

・

資

本

取

引

、

消

費

税

、

事

業

承

継

ま

で

幅

広

く

扱

い

、

経

営

判

断

に

役

立

つ

知

識

を

得

ら

れ

る

。

　

具

体

的

に

は

、

中

小

企

業

の

経

営

現

場

で

迷

い

や

す

い

税

務

論

点

を

テ

ー

マ

別

・

事

例

別

に

整

理

し

て

解

説

。

　

中

小

企

業

税

制

や

賃

上

げ

税

制

な

ど

の

優

遇

制

度

、

交

際

費

・

福

利

厚

生

費

・

給

与

・

外

注

費

と

い

っ

た

費

用

区

分

の

判

断

基

準

、

貸

倒

れ

や

欠

損

金

、

評

価

損

の

扱

い

な

ど

、

実

際

の

処

理

で

誤

り

や

す

い

テ

ー

マ

を

幅

広

く

カ

バ

ー

。

　

最

新

の

制

度

に

も

対

応

し

た

、

経

営

者

が

判

断

に

活

用

し

や

す

い

よ

う

な

構

成

。

　

「

中

小

企

業

税

制

・

税

額

控

除

制

度

」

「

費

用

区

分

の

判

断

と

取

扱

い

の

相

違

点

」

「

保

険

料

等

」

「

債

権

者

及

び

債

務

者

の

取

扱

い

」

「

資

産

の

取

得

・

譲

渡

」

「

資

本

等

取

引

」

「

従

業

員

・

役

員

の

給

与

等

」

「

非

居

住

者

関

連

」

「

記

帳

及

び

申

告

実

務

・

税

務

調

査

」

「

消

費

税

関

連

」

「

所

得

税

関

連

」

「

事

業

承

継

」

の

各

章

で

構

成

。

　

Ａ

５

判

、

２

７

２

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

７

５

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

に

交

付

さ

れ

て

い

た

支

払

調

書

記

載

額

に

誤

り

が

あ

り

、

更

正

処

分

の

総

収

入

金

額

に

過

大

計

上

が

あ

っ

た

と

し

て

処

分

を

一

部

取

り

消

し

た

事

例

。

　

文

筆

業

を

営

む

審

査

請

求

人

が

、

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

し

た

支

出

の

一

部

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

が

請

求

人

の

業

務

に

関

連

し

、

か

つ

、

そ

の

遂

行

上

必

要

な

も

の

と

認

め

ら

れ

ず

、

必

要

経

費

に

算

入

さ

れ

な

い

と

し

て

所

得

税

等

の

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

必

要

経

費

に

算

入

さ

れ

る

、

事

業

所

得

の

総

収

入

金

額

の

一

部

に

請

求

人

に

支

払

わ

れ

て

い

な

い

も

の

が

あ

る

と

そ

れ

ぞ

れ

主

張

し

て

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

必

要

経

費

の

算

入

に

つ

い

て

原

処

分

庁

の

認

定

し

た

額

を

超

え

る

部

分

の

額

を

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

た

も

の

の

、

総

収

入

金

額

は

過

大

計

上

が

あ

っ

た

と

し

て

処

分

を

一

部

取

り

消

し

た

（

令

和

７

年

６

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

記

者

と

し

て

文

筆

業

を

営

む

個

人

事

業

主

。

同

業

務

に

係

る

報

酬

を

得

て

お

り

、

令

和

元

年

、

２

年

、

３

年

（

本

件

各

年

分

）

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

い

ず

れ

も

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

各

確

定

申

告

書

を

提

出

し

て

い

た

。

な

お

、

各

申

告

書

の

報

酬

の

金

額

と

源

泉

徴

収

税

額

と

し

て

記

載

さ

れ

た

金

額

は

２

年

分

を

除

き

、

各

申

告

書

に

添

付

さ

れ

た

本

件

報

酬

に

係

る

本

件

各

年

分

の

報

酬

、

料

金

、

契

約

金

及

び

賞

金

の

支

払

調

書

の

「

支

払

金

額

」

欄

お

よ

び

「

源

泉

徴

収

税

額

」

欄

に

記

載

さ

れ

た

金

額

（

あ

わ

せ

て

本

件

各

支

払

調

書

記

載

額

と

い

う

）

と

一

致

し

て

い

る

（

２

年

分

の

当

該

支

払

調

書

に

記

載

さ

れ

た

金

額

、

税

額

は

申

告

書

へ

の

記

載

誤

り

が

あ

る

）

。

　

原

処

分

庁

は

５

年

８

月

�

日

、

請

求

人

に

対

す

る

調

査

を

開

始

し

た

。

そ

の

後

、

６

年

７

月

�

日

付

で

請

求

人

の

事

業

所

得

に

係

る

必

要

経

費

の

う

ち

、

地

代

家

賃

、

水

道

光

熱

費

お

よ

び

通

信

費

に

つ

い

て

は

家

事

関

連

費

に

該

当

す

る

と

こ

ろ

、

業

務

の

遂

行

上

必

要

で

あ

っ

た

部

分

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

理

由

に

、

そ

れ

ぞ

れ

請

求

人

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

な

ど

と

し

て

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

の

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

（

地

代

家

賃

、

水

道

光

熱

費

、

通

信

費

な

ど

を

あ

わ

せ

て

本

件

経

費

と

い

う

）

。

　

な

お

、

本

件

各

処

分

の

事

業

所

得

に

係

る

総

収

入

金

額

の

う

ち

本

件

報

酬

に

係

る

も

の

は

、

本

件

各

支

払

調

書

記

載

額

と

同

額

で

あ

っ

た

。

　

争

点

は

、

本

件

各

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

①

総

収

入

金

額

に

算

入

す

べ

き

本

件

報

酬

の

金

額

は

い

く

ら

か

、

ま

た

、

②

必

要

経

費

に

算

入

す

べ

き

金

額

は

い

く

ら

か

。

請

求

人

の

主

張

　

①

に

つ

い

て

　

本

件

報

酬

と

し

て

封

筒

に

入

っ

た

現

金

を

手

渡

し

で

受

け

取

っ

て

お

り

、

そ

の

金

額

は

平

均

す

る

と

月

１

～

２

万

円

程

度

で

あ

っ

た

か

ら

、

本

件

各

支

払

調

書

記

載

額

が

支

払

わ

れ

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

。

実

際

に

受

け

取

っ

た

金

額

に

つ

い

て

の

み

課

税

が

行

わ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

　

②

に

つ

い

て

　

過

去

に

申

告

相

談

を

し

た

際

、

担

当

者

か

ら

自

身

の

収

入

規

模

で

あ

れ

ば

、

領

収

証

等

の

保

存

は

不

要

で

あ

る

旨

の

指

導

を

受

け

た

た

め

、

今

ま

で

保

存

し

て

こ

な

か

っ

た

。

本

件

申

告

経

費

に

つ

い

て

具

体

的

に

証

明

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

一

般

常

識

的

に

考

え

て

、

必

要

経

費

が

ゼ

ロ

と

い

う

の

は

お

か

し

い

し

、

支

出

し

た

こ

と

に

は

具

体

的

な

理

由

が

あ

る

か

ら

、

必

要

経

費

と

し

て

認

め

ら

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

①

に

つ

い

て

　

当

審

判

所

の

調

査

の

結

果

、

請

求

人

に

交

付

さ

れ

た

本

件

各

支

払

調

書

に

記

載

さ

れ

た

本

件

各

支

払

調

書

記

載

額

は

誤

り

で

あ

る

こ

と

が

判

明

し

た

。

こ

の

こ

と

は

、

請

求

人

の

主

張

と

お

お

む

ね

一

致

し

て

い

る

と

こ

ろ

、

支

払

調

書

を

作

成

し

た

側

が

作

成

誤

り

と

い

う

不

適

切

な

事

務

処

理

を

自

認

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

も

考

慮

す

る

と

、

そ

の

回

答

は

信

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

う

す

る

と

、

本

件

更

正

処

分

に

は

事

業

所

得

に

係

る

総

収

入

金

額

に

過

大

計

上

が

あ

る

。

　

②

に

つ

い

て

　

請

求

人

は

本

件

調

査

の

際

、

事

業

所

得

に

係

る

必

要

経

費

に

つ

き

、

帳

簿

は

作

成

し

て

お

ら

ず

、

領

収

証

等

の

保

存

も

な

い

旨

、

本

件

申

告

経

費

は

前

年

の

確

定

申

告

書

の

控

え

を

見

な

が

ら

、

売

上

げ

に

対

し

て

こ

れ

く

ら

い

か

な

と

い

う

感

じ

で

記

載

し

た

適

当

な

数

字

で

あ

る

旨

申

述

し

、

そ

の

支

出

の

事

実

が

わ

か

る

帳

簿

お

よ

び

領

収

証

等

を

一

切

提

出

し

な

か

っ

た

。

ま

た

、

請

求

人

は

当

審

判

所

に

本

件

経

費

等

に

つ

い

て

、

帳

簿

は

作

成

し

て

お

ら

ず

、

領

収

証

等

の

保

存

も

な

い

た

め

、

支

出

の

事

実

を

証

す

る

書

類

を

提

出

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

旨

答

述

し

、

そ

の

支

出

の

事

実

の

わ

か

る

帳

簿

お

よ

び

領

収

証

等

を

一

切

提

出

し

な

か

っ

た

。

　

も

っ

と

も

、

請

求

人

名

義

の

普

通

預

金

口

座

か

ら

は

本

件

各

年

分

に

お

い

て

毎

月

、

通

信

費

や

自

宅

の

家

賃

と

思

わ

れ

る

支

出

が

さ

れ

て

お

り

、

請

求

人

が

本

件

事

業

を

廃

業

し

た

３

年

�

月

以

降

も

、

毎

月

、

同

一

の

支

出

先

に

対

し

て

ほ

ぼ

同

額

の

支

出

が

さ

れ

て

い

た

。

　

請

求

人

が

主

張

す

る

本

件

経

費

等

の

う

ち

、

通

信

費

お

よ

び

自

宅

の

家

賃

の

支

出

が

あ

っ

た

こ

と

は

う

か

が

わ

れ

る

も

の

の

、

請

求

人

が

本

件

事

業

を

廃

業

し

た

３

年

�

月

以

降

も

、

ほ

ぼ

同

額

の

支

出

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

す

る

と

、

こ

れ

ら

の

す

べ

て

が

本

件

事

業

に

係

る

業

務

の

遂

行

の

た

め

の

費

用

で

、

家

事

に

関

わ

る

費

用

が

含

ま

れ

て

い

な

か

っ

た

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

そ

の

上

で

、

こ

れ

ら

の

利

用

実

態

は

必

ず

し

も

明

ら

か

で

は

な

く

、

本

件

事

業

に

係

る

業

務

の

遂

行

上

必

要

で

あ

る

部

分

を

明

確

に

区

分

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

以

上

、

本

件

事

業

に

係

る

業

務

の

遂

行

の

た

め

の

費

用

が

含

ま

れ

て

い

た

と

し

て

も

、

こ

れ

を

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

こ

の

こ

と

は

水

道

光

熱

費

に

つ

い

て

も

同

様

で

あ

る

。

　

以

上

の

こ

と

か

ら

、

請

求

人

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

原

処

分

庁

の

認

定

し

た

額

を

超

え

る

部

分

の

額

を

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



【

少

額

免

税

制

度

の

見

直

し

と

物

品

販

売

に

係

る

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

課

税

の

導

入

】

　

少

額

輸

入

貨

物

に

対

す

る

免

税

制

度

に

よ

る

競

争

上

の

不

均

衡

や

国

外

事

業

者

に

よ

る

無

申

告

と

い

っ

た

課

題

が

顕

在

化

し

て

い

る

と

し

て

、

少

額

免

税

制

度

に

お

い

て

、

国

境

を

越

え

て

行

わ

れ

る

通

信

販

売

の

う

ち

、

１

万

円

以

下

の

商

品

に

つ

い

て

、

諸

外

国

と

同

様

、

販

売

者

に

納

税

義

務

を

課

す

。

　

ま

た

、

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

を

介

す

る

物

品

販

売

で

生

じ

て

い

る

国

外

事

業

者

の

無

申

告

へ

の

対

処

や

少

額

免

税

制

度

の

見

直

し

に

伴

う

適

正

課

税

の

確

保

の

観

点

か

ら

、

こ

れ

ら

の

取

引

を

仲

介

す

る

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

に

納

税

義

務

を

転

換

す

る

。

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

課

税

の

対

象

と

な

る

物

品

販

売

の

合

計

額

が

�

億

円

超

の

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

を

対

象

と

す

る

。

　

こ

れ

ら

の

改

正

は

、

令

和

�

年

４

月

１

日

か

ら

適

用

す

る

。

【

輸

入

貨

物

の

課

税

価

格

決

定

の

特

例

の

廃

止

】

　

個

人

使

用

貨

物

に

限

り

課

税

価

格

を

海

外

小

売

価

格

の

６

割

に

す

る

輸

入

貨

物

の

課

税

価

格

決

定

の

特

例

に

よ

り

、

国

外

事

業

者

と

国

内

事

業

者

の

競

争

上

の

不

均

衡

が

顕

在

化

し

て

お

り

、

海

外

旅

行

の

一

般

化

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

の

普

及

や

物

流

網

の

拡

大

に

よ

る

土

産

品

を

念

頭

に

置

い

た

立

法

趣

旨

の

消

失

・

変

容

に

加

え

、

本

特

例

の

不

正

利

用

事

例

も

み

ら

れ

る

と

し

て

、

本

特

例

を

廃

止

す

る

。

【

国

内

に

所

在

す

る

不

動

産

に

関

す

る

役

務

提

供

等

に

対

す

る

課

税

の

見

直

し

】

　

国

内

に

所

在

す

る

不

動

産

を

非

居

住

者

が

取

得

す

る

事

例

が

増

加

傾

向

に

あ

る

と

の

指

摘

が

あ

る

こ

と

等

を

踏

ま

え

、

非

居

住

者

が

国

内

に

所

在

す

る

不

動

産

の

売

買

等

を

行

う

際

に

負

担

す

る

仲

介

手

数

料

等

に

つ

い

て

、

居

住

者

と

の

公

平

性

の

観

点

か

ら

、

消

費

税

の

課

税

対

象

と

な

る

よ

う

見

直

す

。

　

令

和

８

年

�

月

１

日

以

後

に

行

わ

れ

る

資

産

の

譲

渡

等

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

た

だ

し

、

同

年

３

月

�

日

ま

で

に

締

結

し

た

契

約

に

基

づ

き

同

年

�

月

１

日

以

後

に

資

産

の

譲

渡

等

を

行

っ

た

場

合

に

は

、

適

用

し

な

い

。

　

自

民

党

税

制

調

査

会

の

資

料

に

よ

る

と

、

国

内

に

所

在

す

る

不

動

産

や

不

動

産

に

係

る

権

利

に

類

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

そ

の

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

者

の

居

住

地

に

か

か

わ

ら

ず

、

消

費

税

の

課

税

対

象

に

見

直

す

と

し

て

お

り

、

不

動

産

に

係

る

権

利

に

類

す

る

も

の

と

し

て

、

鉱

業

権

、

租

鉱

権

、

採

石

権

等

、

試

掘

権

、

樹

木

採

取

権

、

公

共

施

設

等

運

営

権

、

漁

港

水

面

施

設

運

営

権

、

漁

業

権

、

入

漁

権

が

示

さ

れ

て

い

る

。

（

お

わ

り

）

項目

区分

所得税 社会保険 労働保険

社宅に係る現物給

与の計算（主要部

分のみ）

・賃貸料相当額が給

与として課税

・所得税法上規定の

賃貸料相当額の�％

以上を徴収していれ

ば、賃貸料相当額と

徴収した賃貸料差額

についての現物給与

課税なし

・標準報酬月額＝

現物給与価額－従

業員負担額

・１カ月当たりの

現物給与価額（円）

＝１畳当たりの価

額（円）×居住用

の室の畳数

（注）１畳当たり

の価額が都道府県

によって異なる

・社宅の現物給与

の価格（告示額）

の１／３以下を従

業員が自己負担し

ていた場合には、

その１／３との差

額分を賃金とみな

して標準報酬月額

に算入する

　最終回は、現物給与に係る所得税法

と社会保険料の取扱いの違いです。社

会保険料としてはその根拠・考えがあ

り当然と考える人もいると思います

が、もっぱら源泉徴収義務者の視点で

の不思議と理解願います。　

　現物給与ついての所得税法上の規定

では、非課税規定、免税規定があり、

受給者の所得を構成しない場面が多々

あります。

　一方、社会保険でも金銭以外の現物

給与は標準報酬月額に含まれることと

されていますが、その算定は所得税法

上の経済的利益の計算方法と異なりま

す。

　源泉徴収義務者にとっては、現物給

与の課税金額の計算および標準報酬額

の計算が二重構造となっており、なぜ

統一できないのかと疑問、不思議です。

　規定の違いを、社宅について具体的

に記述しますと表のようになります。

　次に、食事の現物給与の取扱いの規

定の違いをみていきますと社会保険の

標準報酬月額算定では、次の計算式が

示されています。

【算式】

厚生労働大臣が定める額－本人負担額

＝報酬

　ただし、本人負担額が厚生労働大臣

が定める標準価格の３分の２以上であ

れば、報酬として算入しないこととな

ります。

　厚生労働大臣が定める額は、地域別

にかつ１人１か月当たりの食事の額、

１日当たりの額、朝食のみ、昼食のみ、

夕食のみと詳細に区分されています。

　次に、通勤手当の現物給与の取扱い

の規定の違いをみますと、所得税法は

非課税通勤手当は所得に含まれない

が、社会保険で通勤手当も標準報酬に

含まれます。そのため、社会保険の扶

養判定は、通勤手当も含めて収入金額

を計算することとなります。

　以上のように、所得税法上の給与収

入の計算と社会保険料の標準報酬の計

算とでは違いが多々あります。　

　源泉徴収義務者の給与計算担当者と

しては、事務が煩雑となることと、報

酬の概念の違いが理解できないとまど

いもあり、なぜに現物給与規定の取扱

いが所得税法と社会保険とで統一され

ていないのかが不思議です。

　ひるがえって、８年度税制改正で１７８

万円引上げに見直される年収の壁の中

で、社会保険料の壁の議論が同時に進

まないのかが不思議です。（おわり）

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　トモヱ乳業株式会社（中田俊之社長）と茨城

・古河税務署（藤田研二署長）はこのほど、学

校給食向けの牛乳パックのデザインに国税庁ｅ

－Ｔａｘキャラクターのイータ君を使用し＝写

真、所得税等の確定申告期間に合わせ、お披露

目式を開催した。期間中の２週間は、茨城県、

埼玉県、東京都に１日約�万個が学校給食で提

供された。

　同庁のｅ－Ｔａｘキャラクターが飲料のパッ

ケージに使用されるのは全国で初めて。全４ポ

ーズのパッケージが製作されている。

　中田社長は、「多くの子どもたちが『税』に

関心を持つきっかけとなることと、ストローな

しで飲めるＳｃｈｏｏｌ・ＰＯＰ（スクール・

ポップ）の牛乳パックになっているのでＳＤＧ

ｓの観点からも知ってもらえたら」と話した。

　また、藤田署長は、「牛乳パックで『税』の

広報ができたら、大きな租税教育になるのでは

ないかと考え、トモヱ乳業さんを紹介していた

だいた。古河から全国の先駆けとなるイータ君

デザインの牛乳パックを広く発信し、『税』へ

の興味を持つきっかけとなり、それが家族や友

人との話題になれば」と話した。

　

大

阪

・

枚

方

税

務

署

（

中

川

友

和

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

ス

マ

ホ

申

告

・

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

の

た

め

、

Ｏ

Ｓ

Ｋ

日

本

歌

劇

団

ト

ッ

プ

ス

タ

ー

の

翼

和

希

氏

を

一

日

税

務

署

長

と

し

て

迎

え

、

ス

マ

ホ

申

告

の

模

擬

体

験

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

同

氏

は

「

非

常

に

簡

単

で

あ

っ

と

い

う

間

に

終

わ

っ

た

」

と

感

想

を

話

し

、

ス

マ

ホ

申

告

の

利

便

性

を

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

そ

の

後

、

京

阪

電

鉄

枚

方

市

駅

に

お

い

て

、

枚

方

市

、

大

阪

府

北

河

内

府

税

事

務

所

、

公

益

社

団

法

人

枚

方

納

税

協

会

（

恩

地

宏

昌

会

長

）

と

の

共

催

に

よ

り

、

税

や

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

更

新

に

関

す

る

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

と

啓

発

グ

ッ

ズ

を

配

布

す

る

広

報

活

動

を

実

施

し

た

。

　

福

岡

県

内

の

地

方

公

共

団

体

や

金

融

機

関

、

税

務

関

係

団

体

な

ど

１

１

２

団

体

が

参

加

す

る

「

ふ

く

お

か

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

」

は

こ

の

ほ

ど

、

福

岡

県

庁

で

「

福

岡

県

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

宣

言

式

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

小

澤

研

也

福

岡

国

税

局

長

や

服

部

誠

太

郎

福

岡

県

知

事

の

ほ

か

、

各

団

体

の

代

表

者

ら

�

人

が

参

加

し

た

。

　

宣

言

式

で

は

、

服

部

知

事

が

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

に

取

り

組

み

、

県

内

各

地

域

の

デ

ジ

タ

ル

化

の

促

進

及

び

社

会

的

コ

ス

ト

削

減

を

目

指

す

」

と

宣

言

書

を

読

み

上

げ

た

。

　

小

澤

局

長

は

「

宣

言

式

を

契

機

と

し

て

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

が

広

く

浸

透

し

、

県

内

の

地

域

経

済

が

活

性

化

さ

れ

る

こ

と

を

期

待

す

る

」

と

話

し

た

。

　

茨

城

・

日

立

税

務

署

（

野

々

上

恵

一

署

長

）

と

福

島

・

い

わ

き

税

務

署

（

田

中

聡

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

い

わ

き

ヤ

ク

ル

ト

販

売

㈱

日

立

セ

ン

タ

ー

で

、

今

回

で

６

回

目

と

な

る

ス

マ

ホ

申

告

の

Ｐ

Ｒ

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

自

宅

等

か

ら

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

を

利

用

し

た

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

申

告

を

推

進

す

る

た

め

、

ス

マ

ホ

申

告

推

進

ス

テ

ッ

カ

ー

を

贈

呈

し

、

営

業

車

両

へ

貼

付

、

広

報

効

果

を

高

め

る

取

組

み

と

な

っ

た

。

　

ヤ

ク

ル

ト

の

菊

池

美

和

子

営

業

本

部

長

か

ら

は

、

「

地

域

の

隅

々

ま

で

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

便

性

を

お

伝

え

で

き

る

よ

う

に

、

し

っ

か

り

と

推

進

し

、

一

丸

と

な

っ

て

頑

張

っ

て

ま

い

り

ま

す

」

と

の

言

葉

が

あ

っ

た

。

　

札

幌

五

法

人

会

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

市

の

北

海

道

経

済

セ

ン

タ

ー

に

お

い

て

、

㈱

フ

ュ

ー

チ

ャ

ー

タ

ク

テ

ィ

ク

ス

代

表

の

園

部

喜

美

春

氏

を

講

師

に

迎

え

「

社

会

保

険

・

労

働

保

険

の

実

務

の

ポ

イ

ン

ト

」

と

題

し

て

合

同

セ

ミ

ナ

ー

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

こ

の

セ

ミ

ナ

ー

は

、

受

講

者

か

ら

の

評

判

が

よ

く

長

期

継

続

セ

ミ

ナ

ー

と

し

て

実

施

し

て

い

る

も

の

で

、

手

続

き

が

煩

雑

な

社

会

保

険

・

年

金

・

労

働

保

険

の

実

務

に

つ

い

て

、

改

正

事

項

か

ら

始

ま

り

、

基

本

的

事

項

・

具

体

的

な

様

式

へ

の

記

載

方

法

な

ど

の

解

説

が

あ

っ

た

。

　

終

了

後

は

、

予

定

時

間

を

オ

ー

バ

ー

し

て

質

問

を

受

け

、

講

師

の

丁

寧

な

対

応

に

受

講

者

か

ら

「

上

司

か

ら

言

わ

れ

た

通

り

の

作

業

の

み

し

て

い

た

が

、

そ

れ

に

何

の

意

味

が

あ

る

の

か

深

く

学

べ

た

」

な

ど

の

声

が

上

が

っ

て

い

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

北

広

島

支

部

（

冨

田

辰

夫

支

部

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

税

を

中

心

と

し

た

法

人

会

活

動

の

一

環

と

し

て

、

北

広

島

イ

ベ

ン

ト

広

場

で

開

催

さ

れ

た

地

域

イ

ベ

ン

ト

「

ふ

れ

あ

い

雪

ま

つ

り

」

に

参

加

し

、

支

部

の

役

員

が

地

域

の

子

ど

も

た

ち

に

札

幌

南

法

人

会

オ

リ

ジ

ナ

ル

の

税

金

ノ

ー

ト

等

を

配

布

し

、

税

の

啓

発

活

動

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

参

加

し

た

子

ど

も

た

ち

は

、

法

人

会

オ

リ

ジ

ナ

ル

グ

ッ

ズ

や

お

菓

子

な

ど

を

受

け

取

り

、

あ

い

に

く

の

雪

が

降

る

中

で

も

元

気

に

動

き

回

り

寒

さ

を

吹

き

飛

ば

し

て

い

た

。

札

幌

南

法

人

会

の

�

の

支

部

で

は

、

夏

か

ら

冬

に

か

け

て

�

回

以

上

に

わ

た

り

オ

リ

ジ

ナ

ル

グ

ッ

ズ

を

活

用

し

た

税

の

啓

発

活

動

を

行

っ

て

い

る

。

　

埼

玉

・

大

宮

税

務

署

は

こ

の

ほ

ど

、

武

蔵

野

銀

行

本

店

ビ

ル

で

中

学

生

の

税

の

作

文

で

埼

玉

県

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

優

秀

賞

を

受

賞

し

た

さ

い

た

ま

市

立

大

宮

南

中

学

校

２

年

の

蔵

楽

小

夏

さ

ん

と

さ

い

た

ま

市

立

第

二

東

中

学

校

２

年

の

塚

越

仁

美

さ

ん

の

一

日

税

務

署

長

就

任

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

こ

の

中

で

２

人

は

大

宮

税

務

署

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

の

菅

野

恊

子

会

長

と

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

た

協

力

を

武

蔵

野

銀

行

の

滝

沢

潔

常

務

に

依

頼

。

　

滝

沢

常

務

は

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

が

、

納

税

者

の

利

便

性

向

上

に

寄

与

す

る

と

い

う

こ

と

に

深

く

賛

同

し

て

い

る

。

行

政

・

民

間

・

金

融

機

関

な

ど

、

地

域

全

体

が

連

携

し

た

普

及

促

進

に

引

き

続

き

協

力

し

て

い

く

」

と

語

っ

た

。

　

東

京

・

北

沢

税

務

署

（

堀

込

進

署

長

）

、

世

田

谷

税

務

署

（

八

重

樫

司

署

長

）

、

玉

川

税

務

署

（

飯

田

浩

二

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

世

田

谷

区

３

署

共

催

の

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

に

よ

る

ス

マ

ホ

申

告

の

普

及

促

進

を

目

的

と

し

た

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

広

報

大

使

を

務

め

て

い

る

世

田

谷

区

が

本

拠

地

の

女

子

サ

ッ

カ

ー

ク

ラ

ブ

「

ス

フ

ィ

ー

ダ

世

田

谷

Ｆ

Ｃ

」

か

ら

石

川

愛

紘

選

手

、

石

浦

和

歌

選

手

、

北

川

心

子

選

手

が

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

を

利

用

し

た

ス

マ

ホ

申

告

を

体

験

＝

写

真

。

体

験

後

、

北

川

選

手

は

「

私

た

ち

は

勤

務

す

る

会

社

の

仕

事

と

、

サ

ッ

カ

ー

選

手

と

し

て

の

活

動

を

両

立

し

て

い

る

の

で

、

移

動

時

間

に

申

告

で

き

る

ス

マ

ホ

申

告

は

と

て

も

便

利

だ

と

思

っ

た

。

広

報

大

使

と

し

て

ス

マ

ホ

申

告

の

便

利

さ

を

Ｐ

Ｒ

し

て

い

き

た

い

」

と

話

し

て

い

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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